
・申請日時点で市の住民基本台帳に記録された住所に居住している18歳以上の個人
・市税を滞納していない人
・暴力団員ではない人、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない人

【必要な書類】 ※スマートフォンで撮影したファイルをそのまま送信できます。
・領収書又はレシートの写し（宛名、購入日、商品名又は型番、購入費及び内訳が記載されたもの）
・購入した用具の写真（カメラ・センサーライトは+設置写真）
・防犯用具の機能が確認できるもの（取扱説明書等）
・申請者本人の振込口座が分かるもの（通帳の写し等）
※対象用具によって添付書類が異なります。詳細はHPの「防犯用具別補助要件」を必ずご確認ください。

※1 予算の上限に達し次第終了となります。申請受付状況はHPでご確認ください。
※2 システムでの申請が難しい場合は防犯交通安全課（23-6219）までご連絡ください。
※3 2025年10月9日以前に購入された場合は補助の対象外となりますのでご注意ください。

※1

電子申請フォームから申請（右の二次元コードから申請できます）
※2

裏面QAもご確認ください

申請期間

補助対象者
※1世帯1申請限り

申請方法

2025年10月23日(木)～2026年２月28日(土)

2025年10月10日(金)以降に購入した用具が対象

【 注意 】必ず購入前に、補助要件をすべて満たしていることをご確認ください。

対象用具
詳細

※補助額最大３万円

※3

※1000円未満切捨
補助対象用具 補助率 補助上限 個数制限

※1世帯につき
補助要件

①防犯カメラ/センサーライト
（工事費込み）

1万5千円 各2個 ※各要件はHP
をご確認ください。

②自動車用ハンドルロック/タイヤロック 1万円 各1個

③位置情報特定装置/防犯ブザー/
自転車ロック/防犯砂利

5千円
防犯砂利:4個
その他:各２個

合計購入費の

1/2

合計購入費の

1/2

合計購入費の

4/5



Q & Aよくある問合せと回答 市HPもご確認ください

【注意事項】
・防犯用具を購入する前に、岡崎市ホームページに掲載されている補助要件を必ずご確認ください。
・領収書（レシート）が必要になりますので、紛失されないようご注意ください。
・対象かどうか不明な場合は、必ず購入前に岡崎市防犯交通安全課（0564-23-6219）までご相談ください。
・申請受付は予算の上限に達し次第終了となりますのでご了承ください。

問合せ：岡崎市市民安全部防犯交通安全課生活安心係 TEL0564-23-6219

対象用具ごとに１世帯１回の申請ができるの？

対象用具ごとではなく、すべての対象用具を合わせて１世帯１回の限りの申請となります。

各対象用具の購入数に制限はあるの？

１世帯につき、自動車用ハンドルロック/タイヤロックは各１個まで、防犯砂利は4個まで、
その他は各２個までとさせていただきます。

防犯カメラとセンサーライトは自分が住んでいる家以外に設置しても対象になるの？

市の住民基本台帳に記録された申請者の住所へ設置してください。なお、賃貸住宅や借家等、
自己所有では無い場合は、所有者の同意が必要です。

対象額は税込価格？税抜価格？

税込みです。

防犯用具の支払いに、ポイントや割引券を使用した場合や、送料は補助対象になるの？

ポイントや割引券を利用した購入は問題ありませんが、値引き分は対象経費から除外して計
算します。インターネット等で購入した場合の送料も対象外です。

紙での申請など電子申請以外の申請方法はありませんか？

電子申請のみになります。申請書類の配布はありません。電子申請が難しい場合は、
防犯交通安全課までご連絡ください。

ダミーカメラや屋内設置のカメラ、カメラ付きインターホン、ドライブレコーダーは補助の
対象になるの？

全て補助対象外です。対象となる防犯カメラは屋外に設置するもので、撮影した画像や映像
を記録する機能を持つものに限ります。

ガーデンライトや足元を照らすライトなど置き型や差し込み型のものはセンサーライトとし
て対象になるの？

対象外です。対象となるセンサーライトは、人感センサー等で反応し、自動で上から光を照
らすものに限ります。

防犯用具を購入した際にSDカードや電池等の付属品を購入しましたが対象になるの？

防犯カメラやセンサーライト本体とは別の録画機器・モニター、SDカードや電池、取付金具、
工具等、汎用性のある付属品は補助対象外です。

補助率は対象用具１つ１つに掛けて計算するの？

補助率は対象用具の区分（①～③）ごとの合計購入額に適用されます。
(例)【（防犯カメラ+センサーライト）×1/2 】+【（防犯ブザー+防犯砂利）×4/5 】
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